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次のとおり海岸を使用したいので届け出ます。なお，使用に際しては，別紙

の注意事項を守ります。 

 

１ 使用場所 

 

２ 使用目的 

 

 

３ 使用日時 

 

４ 使用人数 

 

５ 使用責任者   住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

６ 添付書類     

 

７ 備  考 

 

---------------------------------------------------------------------- 

（事務所使用欄）海岸一時使用届が提出されましたので，回覧します。 
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点線より下は，記入する必要はありません。 



別紙 

注意事項 

 海岸を利用される場合の注意事項（すべての項目を守ってください。） 

項 目 チェック欄 

事故防止の徹底を図ります。 □ 

使用届に記載した以外のことは行いません。 □ 

他の海岸利用者に対して，強制，その他の迷惑行為を行いません。 □ 

現場で使用する機械器具は，他の海岸利用者の迷惑とならない場所に置

きます。 
□ 

必要に応じて適正数の交通整理員を配置します。 □ 

自動車，バイク，船舶を海岸区域へ乗り入れません。（許可を受けた場合

は除く） 
□ 

公共施設及び海岸植物等を破損又は汚損しません。万が一損傷又は汚損

した場合には，速やかに高萩工事事務所へ連絡し，指示を受けます。 
□ 

油等で海岸を汚損しません。万が一汚損した場合は，速やかに高萩工事

事務所へ連絡し，指示を受けます。 
□ 

直火は使用しません。 □ 

騒音で使用場所周辺の住民及び一般利用者等に迷惑をかけません。 □ 

撮影等の場合はプライバシーに十分配慮し，近隣に迷惑をかけない方法

で行います。 
□ 

護岸や擁壁の落書きを背景に撮影を行うなど，不法行為を助長するよう

な行為は行いません。 
□ 

ゴミ等が発生した場合は，責任をもって持ち帰り，適正に処分します。 □ 

使用後は必ず原状に回復します。 □ 

万が一，事故等が発生した場合は，使用者の責任で対処することともに，

その結果を高萩工事事務所へ報告します。 
□ 

上記以外で，高萩工事事務所から指示があった場合には，その指示に従

います。 
□ 

 

 

 


